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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

化学工業協会（JCIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，国際連合経済社会理事会によって，

2015 年に改訂された“Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Sixth 

revised edition［化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）改訂 6 版］”を基に作成した工

業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生

労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS Z 7253:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格は，国際連合経済社会理事会によって，2015 年に改訂された“Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Sixth revised edition［化学品の分類及び表示に関する世界調

和システム（GHS）改訂 6 版］”から内容の一部を抜粋し，翻訳したものであり，国際連合による承諾を

得ている。 

 

This standard includes extracts of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

(GHS), sixth revised edition, ISBN 9789211170870, Copyright ©United Nations 2015. Extracts from GHS have 

been translated and reproduced with the permission of the United Nations, and this translation constitutes an 

unofficial translation for which the SDOs accept full responsibility. 

 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－

ラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS） 

Hazard communication of chemicals based on GHS- 

Labelling and Safety Data Sheet (SDS) 

 

序文 

この規格は，2009 年に第 1 版として発行された ISO 11014 及び“化学品の分類および表示に関する世界

調和システム（GHS）改訂 6 版（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 

Sixth revised edition）”に基づいて，これら情報の伝達内容及び方法について規定した，いわゆる“危険有

害性周知基準”ともいうべき日本工業規格である。 

化学品の危険有害性情報は，化学品による災害の防止対策，事故時の措置などにおいて最も基本的で重

要なものである。一般にこの情報の伝達は，それを取り扱う者に対してはラベルで，また，事業者間では

安全データシート（SDS）で行われる。作業場内ではラベルに代わる方法が適切な場合もある。この規格

では，化学品を取り扱う者に危険有害性情報を包括的に分かりやすく伝え，また，これを適切に管理する

ために次の事項を規定している。 

－ ラベルの記載項目 

－ 作業場内の表示の方法 

－ SDS の記載項目 

－ 情報伝達の方法 

 

危険有害性情報の基になる化学品の分類は，JIS Z 7252 によって行う。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達，すなわち，危険有害性クラス及び危険有害

性区分に基づいて作成又は実施するラベル，作業場内の表示及び SDS のそれぞれについて，項目，記載内

容及び全体構成，並びにそれらによる情報伝達の方法について規定する。 

なお，この規格は，固定した様式を規定するものではなく，また，実際に記入するラベル及び SDS を含

むものではない。 

注記 1 暫定措置として，2022 年（令和 4 年）5 月 24 日までは，JIS Z 7252:2014 に従って化学品を

分類し，JIS Z 7253:2012 に従ってラベル及び SDS を作成してもよい。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 11014:2009，Safety data sheet for chemical products－Content and order of sections 


